
会社の経営に関する診断を
無料で受けてみませんか？

【総合診断の流れ】

①申込
裏面に必要事項を記入の上、ＦＡＸ（郵送可）で申し込み。

②書類提出
市から郵送される決定通知に従い、決算書又は確定申告書を
提出。

③ヒアリング
中小企業診断士が訪問またはオンライン面談し、現状について
ヒアリングを行います。

④総合診断
ヒアリングをもとに、貴社の経営状況について診断・分析を
行います。（約2日間）

⑤報告書提出・アドバイス
中小企業診断士が訪問し、診断結果の報告・経営状況に関する
アドバイスを行います。

【総合診断とは？】
皆様が抱える経営上の課題解決に向け、プロの経営コンサルタントである
「中小企業診断士」が貴社の総合診断を行います。
経営に係る外部環境（業界の動向や競合環境等）、内部環境（組織体制や
財務状況等）の両面から現状の課題を抽出し、具体的な改善策等を提案します。

募集要項

対象
市内に事業所を有し、同一の事業
を１年以上継続して営んでいる中
小企業者

受付
期間

毎年度4月1日～翌年1月31日まで

費用 無料（市が全額負担） 受付
先着順
※応募多数の場合は、過去に利用
実績のない事業者の方を優先

募集枠 8者 問合せ
船橋市経済部商工振興課
TEL：047-436-2475
FAX：047-436-2466

船橋市



総合診断申込票 

船橋市 商工振興課 経営労政係（ＦＡＸ：０４７－４３６－２４６６） 

（郵送でもお受けいたします。 〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25 船橋市商工振興課） 

☆ 申込票の受理後、船橋市商工振興課担当者より連絡し、必要書類等についてご説明いたします。

（業種や相談内容によってはお受けできない場合もあります。） 

事

業

所 

企業名 

（屋号） 

  

 

担当者名 
 

 

所在地 

（住所）〒    － 

 

 

（日中連絡のつながる電話番号）    （    ） 

業 種   

事業開始日 年    月    日 

決算書 

又は 

確定申告書 

□決算（確定申告）書が３期分以上ある 

□決算（確定申告）書が３期分未満 → （   期分） 

 ※決算（確定申告）書が１期分もない場合は受けられません。 

主な相談内容 

 以下のいずれかに ☑ をしてください（複数選択可） 

 

（財務面） 

□売上・利益を増やしたい（例：価格変更・コスト削減等） 

□資金繰りを安定させたい（例：資金の調達や管理手法等） 

□自社が抱える財務上の課題を把握し、解決したい 

□その他（                         ） 

 

（非財務面） 

□経営環境（市場・競合）や自社の現状（強み・弱み）を分析したい 

□集客・販路開拓・プロモーションを強化したい 

□人材の確保・育成をしたい 

□社内の業務効率化・生産性向上を進めたい 

□社内の IT 化・デジタル化を進めたい 

□事業承継・後継者をどうすべきかアドバイスがほしい 

□自社が抱える非財務上の課題を把握し、解決したい 

□その他（                         ） 

 

中小企業診断士が貴社を訪問する際、 

市職員（融資担当）や金融機関職員 

（市制度融資担当）が同行してもよろし

いでしょうか。 

可  ・  不可 

（マルをつけてください） 


